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介
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し
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ま
す
。

このような行為を防止することは
医療・介護職員が安心して働くことが
できる環境をつくるだけではなく、
利用者のみなさまにより良いサービスを
継続して利用していただけることにもつながります。

ご理解と
ご協力を!

医療・介護サービスの利用にあたり習志野市からのお願い



ハラスメント
身体的暴力

精神的暴力 セクハラ

NO!

それはハラスメントです。
相手が脅威・不快に感じれば

相手に危害を加えたり、脅すつもりがなくとも

身体的な力を使って
危害を及ぼす行為

【作 成】 習志野在宅医療・介護連携ネットワーク（あじさいネットワーク）

言葉や態度によって相手の心を
傷つけたりおとしめたりする行為

など

・大声で怒鳴る
・人格否定をする
・長時間拘束をする
・土下座を要求をする

例えば

・蹴る
・たたく
・つばを吐く
・ものを投げるなど

例えば

性的な嫌がらせ行為

など

例えば

・身体を触る
・抱きしめる
・いやらしい話をする

よりよい医療・介護サ
ービスの

提供のために
ご協力をお願いします
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